
１　特例解散した厚生年金基金の名称及び責任準備金相当額

自主解散型基金名

責任準備金相当額

２　猶予を受けた期間及び額

設立事業所 納付猶予を受けた期間 納付猶予を受けた額

事業所１ 5 年 30,576,738円

事業所２ 5 年 119,045,435円

事業所３ 5 年 33,538,860円

事業所４ 9 年 62,854,308円

事業所５ 4 年 54,732,362円

事業所６ 9 年 83,200,579円

事業所７ 4 年 93,857,847円

事業所８ 5 年 103,814,397円

事業所９ 8 年 20,575,597円

事業所１０ 1 年 43,858,509円

事業所１１ 1 年 1,401,434円

事業所１２ 1 年 828,120円

事業所１３ 1 年 3,981,349円

事業所１４ 1 年 33,379,606円

事業所１５ 1 年 65,689,026円

事業所１６ 1 年 55,312,046円

事業所１７ 7 年 47,788,894円

事業所１８ 9 年 91,144,161円

事業所１９ 5 年 211,342,594円

事業所２０ 5 年 22,900,703円

事業所２１ 5 年 138,423,443円

事業所２２ 5 年 13,861,455円

事業所２３ 9 年 19,473,560円

事業所２４ 5 年 135,773,459円

事業所２５ 5 年 19,460,820円

事業所２６ 3 年 12,001,370円

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律に基づく
公表事項

東日本段ボール厚生年金基金

9,479,604,943円



設立事業所 納付猶予を受けた期間 納付猶予を受けた額

事業所２７ 1 年 25,295,881円

事業所２８ 1 年 61,408,283円

事業所２９ 3 年 63,637,837円

事業所３０ 1 年 2,802,868円

事業所３１ 5 年 12,848,600円

事業所３２ 5 年 37,392,803円

事業所３３ 1 年 84,837,709円

事業所３４ 9 年 53,254,486円

事業所３５ 9 年 15,447,623円

事業所３６ 5 年 43,234,234円

事業所３７ 1 年 59,146,878円

事業所３８ 5 年 23,155,509円

事業所３９ 5 年 39,526,805円

事業所４０ 1 年 27,296,109円

事業所４１ 1 年 73,537,056円

事業所４２ 1 年 23,652,381円

事業所４３ 5 年 16,626,102円

事業所４４ 4 年 6,338,303円

事業所４５ 5 年 10,351,500円

事業所４６ 9 年 12,421,800円

事業所４７ 7 年 26,499,840円

事業所４８ 1 年 2,739,166円

事業所４９ 5 年 150,099,935円

事業所５０ 5 年 58,223,206円

事業所５１ 8 年 21,467,418円

事業所５２ 1 年 3,280,629円

事業所５３ 1 年 50,515,320円

事業所５４ 4 年 5,382,780円

事業所５５ 5 年 2,643,614円


